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大阪教育福祉専門学校自己評価報告・令和８年５月（令和７年度） 

Ⅰ．教育目標 

教育保育科 

本校が目指す保育者の適性として「六つの心」－明るい心、感謝の心、謙虚な心、反省の心、素直

な心、積極的な心－の修養に努めると共に、保育者の能力として、「こどもの発達における今日的課

題」－①基本的生活習慣の欠如②自制心、規範意識の希薄③コミュニケーション能力の不足④基本的

運動能力の不足⑤小学校生活への不適応⑥学びの意欲、関心の低下⑦支援を要する子の保育－に取り

組み、現場のニーズに対応できる応用力を備えた、専門知識、技能を身につける。 

教育保育コース 

（１） 音・図・体の基礎技能の修得と発達過程に対応した指導力を身につける 

（２） 特修ゼミを通してより高い保育スキルを修得する 

ア．「幼児音楽特修」幼児音楽の教材楽器の演奏技術を修得し、合奏の楽しさを伝える指導スキル

を磨く 

イ．「絵画造形特修」絵画造形の教材研究、政策を通じて絵画造形の知識、技能の向上を図ると共

に、実践的表現の楽しさと伝える指導スキルを磨く 

幼児体育コース（令和７年度入学者よりコース名称変更） 

（１）音・図・体の基礎技能の修得と発達過程に対応した指導力を身につける 

（２）学内の温水プール、総合体育館、付設スポーツクラブを活用して、より高度な体育指導力を身に

つける 

（３）「幼児体育」を通して、幼児の健康、運動機能のバランスある発育、発達を図るより幅広い指導

力を身につける 

心理＆福祉コース（令和７年度入学者よりコース名称変更） 

（１）音・図・体の基礎技能の修得と発達過程に対応した指導力、保育力を身につける社会福祉制度の

概要についての専門知識を修得する 

（２）心理学や福祉の学びから子どもの心を理解し、支援を要する子どもやその保護者支援のあり方に

ついての知識やカウンセリングマインドを修得する 

（３）様々な問題を抱える個人や家族に対する援助のあり方を現場実習、インターンシップ等を通して

より実践的な能力を身につける 

教育保育科第二部 

（１）音・図・体の基礎技能の修得と発達過程に対応した指導力、保育力を身につける 

（２）学校での学びを昼間の保育現場で検証できる特典を活かし、より確かな保育力を身につける 

夜間主（令和７年度新設） 

（１）これまでの夜間部で構築したカリキュラムである音・図・体の基礎技能の修得と発達過程に対応

した指導力、保育力について、対面授業とオンデマンドでの授業を併用し身につける 

（２）学校での学びを昼間の保育現場で検証できる特典を活かし、より確かな保育力を身につける 
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Ⅱ．２０２５（令和７）年度の事業計画 

事業内容 

（１） 教育活動の充実 

① 実習内容の検討、充実 

② 入学前教育の実施 

（２） 学生に対する支援活動の充実 

① 中途退学率低減対策の実施 

② 就職支援活動の充実 

（３） 教育環境の整備 

① 施設、設備の更新 

② 図書室図書の充実 

（４） 教職員の資質向上 

（５） 広報活動の質的向上 

（６） 卒業生への支援の充実 

 

Ⅲ．２０２５（令和７）年度経営の重点目標 

（１） 志願者数の増加対策 

（２） 中途退学の防止対策 

（３） シラバスなど、教育内容の充実及び教員の資質向上を目指す 

（４） 節電、節約の意識をもって、執務する 

 

Ⅳ．取組み及び評価の状況 

［基準１］教育理念、目的、人材育成等 

１取組みの状況 

点検項目「１－１」学校の理念、目的、育成人材像は定められているか 

教育理念 

本校は、創立者、浄土真宗寺院の僧侶、三上法道が、昭和九年に、自坊の地域のこどもたちが放

任され、好き勝手に遊ぶ姿に、ちゃんとした教育が必要との思いで、地元神社の会館を借用し、幼

稚園を設立したときに源を発する。 

その後、戦時中、戦後を含め、苦難の日々を情熱と努力で克服し、幼児教育の望ましい環境とし

て、小学校の近隣に園地を求め、勝山愛和幼稚園第一から第四、香里ケ丘、青葉台の幼稚園を経営

する中、心の底から子どもが好きで、行き届いた、慈愛に満ちた保育者を養成したいとの思いを強

め、大阪学芸大学（現大阪教育大学）の指導と承認を得て、昭和４２年４月、大阪保育学院（現大

阪教育福祉専門学校）を設立し、永年の念願を実現させた。 

浄土真宗の僧侶としての思いに加えて、「良き保育は、良き保育者から」の信念から、仏教の教

え、報恩感謝のこころを基盤とし、保育現場が期待する、適性、能力を身につけた、「好かれ、役

立ち、なくてはならない」保育者の養成に努めている。 
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点検項目「１－２」特色は、明確に示されているか 

（１） 本校は、１９６７年に設立された幼稚園教諭、保育士、社会福祉主事、ジュニアスポーツ

指導員を養成する専門学校である。系列幼稚園六ヵ所、スポーツクラブ二ヵ所、姉妹法人の保

育所四ヵ園、障害児施設三ヵ所、障害者施設二ヵ所との密接な連携教育で、独自の職業教育シ

ステムを持っている 

（２） 各コース、学科とも、就職希望者全員の就職を達成している 

教育保育コース 

（１） 幼稚園教諭二種免許と保育士資格を卒業と同時に取得できる数少ない専門学校である 

（２） 特修ゼミを必修とし、得意領域の保育スキルを身につける 

幼児体育コース 

（１） 卒業と同時に幼稚園教諭二種免許と保育士資格、ジュニアスポーツ指導員資格を取得でき

る  

（２） 学内の温水プール、総合体育館等体育施設の充実 

（３） 付設のスポーツクラブでの実習や活動参加で指導スキルの体得 

心理＆福祉コース 

（１） 卒業と同時に幼稚園教諭二種免許と保育士資格、社会福祉主事任用資格※選択を取得できる 

（２） 心理学の特修ゼミや社会福祉施設での実習などから、心理学や福祉を体験的に学ぶ 

教育保育科第二部 

（１） 3年間の学びで卒業と同時に幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得できる 

（２） 経済的、家庭的な事情等で、昼間働き、夜間で勉強したいという人にとって、数少ない学

科である 

（３） 昼間、保育現場に勤務ができる 

 夜間主 ※令和７年度新設  

  （１）2年間の学びで卒業と同時に幼稚園教諭二種免許状と保育士資格を取得できる 

  （２）昼間は働き、夜間の授業を中心に土曜日昼間の対面授業やオンデマンド授業を組み合わせて 

     資格取得を目指す 

  

点検項目「１－３」学校の将来構想を抱いているか 

毎年、「学生の確保」「教育内容の見直し」案を策定し、各般事業を推進中である 

（１） 募集定員の確保を図る 

ア． 中退率の低減を図る 

イ． 広報活動の質を上げる 

ウ． 募集方法並びに入試方法を工夫する 「夜間主」の設置 

エ． 同窓会組織を強化する 

（２） 教育内容の見直し 

ア． 教員の質の向上を図る 

イ． シラバスのチェックを強化する 

ウ． 学生が意欲的に学べる環境整備を図る 

エ． 系列園、姉妹園との連携を深める 
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点検項目「１－４」学校の理念、教育目標、育成人材像など学生、保護者に周知されているか 

（１）学校の教育理念、教育目標、育成人材像は、学校案内、ホームページ、学生便覧に明記し、

周知徹底を図っている 

（２）入学前には、オープンキャンパス、個別相談会、見学会等で説明している 

（３）入学式、オリエンテーションの工夫を行い、周知徹底を図っている 

 

２．評価 

① 理念、目的、育成人材像は定められているか                    適切 

② 学校の特色は明確にされているか                         適切 

③ 学校の将来構想を抱いているか                          適切 

④ 理念、目的、育成人材像、特色など学生、保護者に周知されているか           適切 

 

３．課題 

① 学生への周知 

② 保護者への周知 

③ 受験希望者への周知 

 

４．今後の改善方策 

① 学生へは、オープンキャンパスから教育理念などを伝え、オリエンテーションや授業、また

個別の関わりなどで目的意識や将来像が見出せるよう丁寧に指導を行う 

② 保護者には、学園だより「いちょう」の配布、ホームページを活用して周知を図る  

 

［基準２］学校運営 

１． 取組の状況 

点検項目「２－５」運営方針は定められているか 

学校法人大阪聖徳学園では、毎年度末理事会には、次年度予算と共に事業計画を提案し、推進すべ

き事業を明示している。 大阪教育福祉専門学校は、法人の一セクションとして、各年度における重

点目標を定め学校運営に当たっている。 

（１） 教職員の資質向上のため、シラバスの充実、研究紀要の発行などに取り組む 

（２） 各委員会の活性化による協働体制を図る 

（３） 学生の中退者の低減と入学学生の増加に最大限努める 

 

点検項目「２－６」事業計画は定められているか 

毎年度法人理事会において、法人の事業計画を決定しており、本校の事業計画もその一項として記

載されている。 

（１） 教育活動の充実 

（２） 教育環境の整備 

（３） 学生確保対策 

（４） 自己点検、評価の実施 
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点検項目「２－７」運営組織や意思決定機能は、効率的なものになっているか 

本校は、学校法人大阪聖徳学園が設置する専門学校であり、重要事項の最終的な意思決定は、理事

会が行う。また、法人の業務を監査する監事ほか、役員の業務執行状況について、意見を述べる権能

を持つ、評議員会が設置されており、業務の適正な執行を担保している。 

（１） 教学組織 

   運営部会 

教育課程委員会 

ＦＤ委員会 

単位認定部会 

実習委員会 

学生生活支援委員会 

自己点検評価委員会 

学校関係者評価委員会 

保育福祉論叢編集委員会 

入試・広報委員会 

広報室 

図書委員会 

キァリアセンター・学生相談室 

音楽系連絡会 

（２） 事務組織 

学務部教務係 

総務係 

職務分掌規定に基づき、教学面は、副校長、学科長、事務面は、学務部長、次長、主幹、の職制

の下、業務の円滑且つ適正な執行を図っている。 

このような組織について、時代の変化に対応できるよう、委員会の活性化、分掌事務内容の点検

と検証により、より行き届いた運営になるよう努める。 

 

点検項目「２－８」人事、給与に関する規定は整備されているか 

職員、教員の人事、給与に関する規定は整備している 

（１） 大阪教育福祉専門学校就業規則 

（２） 大阪教育福祉専門学校育児休業規則 

（３） 大阪教育福祉専門学校介護休業規則 

（４） 大阪教育福祉専門学校定年規定 

（５） 大阪教育福祉専門学校給与規定 

（６） 大阪教育福祉専門学校専任教員資格基準 

（７） 大阪教育福祉専門学校教育職員執務細則 

（８） 大阪教育福祉専門学校特別任用教員規則 

（９） 大阪教育福祉専門学校事務嘱託規則 
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点検項目「２－９」意思決定システムは整備されているか 

意思決定システムについては、規定の制定や変更の重要事項について、理事会や、理事長に諮問の

上決定するもの、本校の内部の問題等について運営部会、教職員会議の審議を経て学校長が決定する

もの、各種規定に基づき個々の案件について決定するものとし、各事務の分掌についても、できる限

り具体的に規定し、意思決定の迅速かつ適正な処理に努めている。 

 

点検項目「２－10」教育活動等に関する情報公開は適切に行われているか 

本校の教育活動の全分野にわたって学校案内、ホームページの情報公開ページ、学園だより「いち

ょう」で公表している。また、日々の活動についても学校のホームページや公式ＳＮＳ等に掲載し、

日々新たな情報の提供と公開に努めている。 

 

点検項目「２－11」情報システム化による業務の効率化が図られているか 

教務関係システム、入試関係システム、会計システム、学生募集関係システム等の事務処理システ

ムを導入し、事務の効率的な処理及び省力化に努めている。ただし、それぞれの担当ごとに細分化さ

れているため、更なる事務の効率化を図る必要がある。 

２． 評価 

① 目的等に沿った運営方針が策定されているか                   適切  

② 運営組織、意思決定機関は規則等で明確にされているか、有効に機能しているか   適切 

③ 教務、財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか         適切 

④ 教育活動に関する情報公開は適切に行われているか                適切  

⑤ 情報システム化による業務の効率化が図られているか             ほぼ適切 

 

３． 課題 

① 意思決定システム化が図られているものの、教職員にさらに徹底する必要がある 

② 日常の教育活動の保護者への公開 

③ 学校内の情報システム化 

 

４． 今後の改善方策 

① 規則、システムを教職員に周知徹底する （令和８年度より校務支援システム導入） 

② 教育活動の情報公開内容の検討、周知を図る 

 ※個人情報保護の観点から、それぞれに対し同意を得た上で掲載する 

 

［基準３］教育活動 

１． 取組状況 

点検項目「３－12」教育目標、育成人材像は、業界のニーズを踏まえて正しく方向づけられているか。 

教育目標については、文部科学省、厚生労働省の法令、規則に基づく指導を尊重しつつ、系列幼稚

園、保育所、実習園や就職園への訪問での園長等の意見幼稚園連合会主催の就職担当者との懇談会で

の意見を反映できるよう努めている。育成人材像については、本校の建学の精神、教育理念は保育、

福祉業界の普遍的価値観でもあると認識している。 
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点検項目「３－13」教育目標、育成人材像は、業界のニーズ、レベルに照らして到達可能なレベルとし

て明確にされているか 

文部科学省、厚生労働省の法令、規則に基づく、指定基準に定められた、教育期間は、一部は２年

間、二部は３年間であり、その教育期間に、教育課程に基づき、配分された教科目、学校行事などを

通して明確にしている。 

 

点検項目「３－14」カリキュラムは体系的に編成されているか 

本校は、文部科学省、厚生労働省の指定幼稚園教諭、保育士養成機関であるので、各指定基準に基

づいた教科目、単位と本校独自の教科目、単位を加えたカリキュラムを編成している。 

また、それらを視覚的に捉えるためカリキュラムマップを策定し、学びの体系を理解できる工夫に

勤めている。なお文部科学、厚生労働両省の指定基準改正時は、速やかにカリキュラムの改正を行

い、両省の認可を得るようにしている。 

 

点検項目「３－15」実践的な職業教育の視点に立った教育方法の工夫、開発などが実施されているか 

『令和の日本型学校教育』に基づく『理論と実践の往還』を重要視している。幼稚園教諭、保育士

の資質の基盤は、確かな基礎技能の習得にあることから、音楽特にピアノ演奏力の向上をはかり、自

己の進度を確認しながら、日々の練習に取組めるよう指導している。加えて保育音楽の教科で模擬保

育を体験させ、音楽表現の実践スキル向上に努めるなど工夫している。 

絵画製作領域面では、創作絵本の製作を課題とし、完成にいたる様々な絵画製作、造形のスキルを

総合的に活用する過程を通して、センスと技能の修得に工夫している。 

幼児体育関係では、隣接幼稚園、スポーツクラブでの指導体験を通して教育実習とは異なった体験

から確かな指導法の修得に繋げている。これは、系列現場とのコラボレーションによる職業教育の一

面となっている。 

また、系列現場とは実習やインターンシップ活動にも力を入れており、幼稚園教育の目標、保育の

理念や方法、保育内容、保育者の援助等を体験的に深く学んで専門性と実践力を高め、より深い子ど

も理解に繋げていくと同時に、自らの創造性や向上心を高めるねらいで実施している。 

そしてこれらの学びを学生一人ひとりの理解度にあわせ、また協働で学ぶ過程を通じて自らの考え

を互いに対話を通じて理解できるようなアクティブラーニングを工夫している。 

更に令和７年度からは、より学びやすい環境づくりの一環としてオンデマンド授業を取り入れ、学

生の主体的な学修時間の確保と、通学等による負担軽減も図っている。しかし学生のICTリテラシー

には個人差があり、不慣れなものもいるため、入学時や授業開始時にガイダンスを実施し、授業にス

ムーズに入れるような配慮が必要である。なお、オンデマンド授業では教員と学生との双方向のやり

取りができるよう、課題提出のフィードバックを丁寧に行うようにしている。 

 

点検項目「３－16」授業評価の実施、評価体制はあるか 

各期末に授業評価アンケート、及び担当教科の教員が自己点検・評価を実施している。その結果を

検証し、授業の工夫に生かすようにしている。 

ただ、その資料を集約し、学校としての全教科をチェックし、学修の質の向上に向け改善の参考に

していきたい。 
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点検項目「３－17」成績評価、単位認定、卒業判定の基準は明確になっているか 

  単位認定部会において、成績の評価、単位認定、卒業判定の基準等について検討し、学生便覧に

掲載すると共に、入学時オリエンテーションで説明する等、必要に応じその都度説明し徹底してい

る。特に出席日数は、単位認定の重要な要素であるので、日々、担当教員からの報告と出席簿の点検

を実施し、欠席による単位未修得の予防に配慮したチェックも実施している。 

 

点検項目「３－18」資格取得等に関する指導体制はあるか 

本校の教育課程は、文部科学省、厚生労働省の指定基準により、幼稚園教諭、保育士資格等の取得

に必要な教科目、単位が既定されており、卒業判定が即資格取得につながるので、日々の生活指導、

学習指導、出席指導に努めている。 

 

点検項目「３－19」育成人材目標の達成に向け授業を行うことができる要件を備えた教員の確保をして

いるか 

教員については、理論的水準を勘案しつつ、実践的な応用力を教授可能な教員の確保に努めてい

る。現場での永年の実績と共に、論文等の発表実績をも考慮しなければならないが、職業教育として

は現場での実績を尊重せざるを得ないので、発表実績の不足を補うため、研究紀要での発表機会を提

供している。また、本校の教員としては、建学の精神を伝えることも大切であるとの観点から、現場

で定年を迎えた卒業生の教員登用も進めている。 

 

２． 評価 

① 教育目標、育成人材像は、業界のニーズを踏まえて正しく方向づけられているか   適切 

② 教育目標、育成人材像は、業界のニーズ、レベルに照らして到達可能なレベルと 

して明確にしているか                              適切 

③ 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか                適切 

④ 実践的な職業教育の視点に立った教育方法の工夫、開発などが実施されているか   適切  

⑤ 授業評価の実施、評価体制はあるか                       適切 

⑥ 成績の評価、単位認定、卒業判定の基準は明確になっているか           適切 

⑦ 資格取得に関する指導体制はあるか                       適切 

⑧ 育成人材目標の達成にむけ授業を行うことができる要件を備えた教員の確保をしているか                                  

ほぼ適切 

３． 課題 

① 授業改善のための評価の活かし方 

② 教員の資質向上 

③ シラバスの点検と活用 

   ④ 充実したカリキュラム編成と学びやすい学習環境の整備 

   ⑤ オンデマンド授業における学修の質の保証 

 

 

 



- 9 - 

 

４． 今後の改善方策 

① 一般教養を含めた充実したカリキュラムの作成 

② 教員の研究紀要への投稿の奨励 

③ シラバス内容の再点検 

④ 時間割の工夫やオンデマンド授業・アクティブラーニングの更なる導入と活用 

⑤ オンデマンド授業の授業点検や授業評価についての重点的見直し等の実施 

 

［基準４］学修成果 

１． 取組状況 

点検項目「４－20」就職率の向上が図られているか 

幸いにして、求人数は卒業生数をはるかに上回る状況にある。学生の適性、能力に合った職場に就

職できるように個人面談と求人園の情報を提供し、行き届いた親切をモットーに就職支援を実施して

いる。 

 

点検項目「４－21」資格取得率の向上が図られているか 

卒業、資格取得の最低の条件である単位の認定には、１５回の講義の三分の二以上の出席を要する

ため、出席状況は、担当教員の報告と出席簿のチェックで常に把握し、指導をきめ細かく、強く実施

すると共に出席のもう一面である講義を真面目に受けることも合わせて指導している。 

 

点検項目「４－22」退学率の低減は図られているか 

学生数の確保は、学校の存続に関わる最重要課題との危機感をもって、志願者の増加を図ると共

に、在学生の退学率の低減に努めなければならないとの意識の下、担任による個人面談を実施し、学

生の迷い、悩みなど就学意識に関わる問題の早期発見と関係職員との協働による対応に努めている。 

また、長期履修制度を活用することによって、計画的に卒業に必要な単位を修得することができる

ようになっており、学業継続の選択にも繋がっている。しかし長期欠席ののち退学するケースが令和

７年度は複数あり、早期の対応がとりづらい状況もあった。 

 

点検項目「４－23」卒業生、在学生の社会的な活躍及び評価を把握しているか 

実習園、就職園に、出来るだけ足を運び、卒業生、在学生の勤務状況、実習状況の把握に努めてい

る。特に、管理職の卒業生には、厳しい目での評価を期待している。５年ごとに同窓会総会を開催

し、卒業生の近況、職場での勤務状況の把握に努めている。 

 

２． 評価 

① 就職率の向上が図られているか                         適切 

② 資格取得の向上が図られているか                        適切 

③ 退学率の低減が図られているか                       ほぼ適切 

④ 卒業生、在学生の社会的な活躍及び評価を把握しているか           ほぼ適切 
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３． 課題 

① 退学率の低減をさらに図る 

② 卒業生の状況把握に努める 

 

４． 今後の改善方策 

① 全教職員の共通理解の下指導体制の強化を図るとともに、気になる学生の早期発見と早期の

個別支援を行う 

② 同窓会の活動の活性化を図る 

③ 就職後の定着率の調査と把握（実習先及び実績のある就職先へ聞き取りし、集約する） 

 

［基準５］学生支援 

１． 取組状況 

点検項目「５－24」進路、就職に関する支援体制は整備されているか 

就職支援では、年度当初に当該学年の指導方針を策定し、学生への就職支援を行っている。ア．就

職調査書の提出、イ．就職相談・個人面接、ウ．就職支援講座（面接について、礼儀作法について、

履歴書の書き方等）、エ．受験前指導を実施し、就職に向かっての意識付け、心構えを持つよう支援

している。その結果、毎年、希望者全員が就職している。 

 

点検項目「５－25」学生相談に関する体制が整備されているか 

本校は、担任制を導入しており、学生生活に関わる全般的な悩み、迷いは、担任を中心に学生生活

支援委員会の教員が適宜相談、支援を行っている。 

各教員がいつでもどこでも声をかけ、悩みや迷いの早期把握に心がけ、スピード感と誠意をもって

対応しているが、一方では就職に対する漠然とした不安を抱えている学生も存在する。そのため学生

個々への多角的な関わりから、学びや仕事に対するモチベーションの維持向上に努めている。 

 

点検項目「５－26」学生に対する経済的支援体制は整備されているか 

本校独自の奨学金制度をはじめ、日本学生支援機構による奨学金および文部科学省による高等教育

修学支援制度受給申請、また都道府県社会福祉協議会による保育士修学資金担当の配置により有効に

機能している。ただし給付型奨学金については、当該学生の履修状況や成績により、給付が廃止とな

る場合があるため、個々の学生の把握や担当者、担任、その他の教職員間での情報共有が一層求めら

れる。また令和８年度入学者より、厚生労働省の専門実践教育訓練給付金の対象校として認可されて

おり、社会人に向けて今後広く周知する必要がある。 

 

点検項目「５－27」学生の健康管理を担う組織体制はあるか 

毎年度当初に全学生の健康診断を実施している。その他、行事当日には担任を中心に担当者による

視診を行い健康状況を把握することにしている。日常での体調不良の訴えには、校門前にある医院

（校医）の診察の受診、保健室での休養などの措置を行っている。また、健康上配慮の必要な学生に

対しては、委員会組織を通じて教職員間で情報を共有している。 
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点検項目「５－28」課外活動に対する支援体制は整備されているか 

過去には課外活動の活発な時期もあったが、最近は、同好会として、昼休みや放課後に活動してい

る。体育館等の施設の利用については、聖徳学園体育施設等使用規則、聖徳学園講堂（ホール）使用

者心得により使用できるようになっている。 

 

点検項目「５－29」学生の生活環境への支援は行われているか 

学生寮が一か所、指定寮が一か所あり、一部、二部のうち地方出身者、近郊でも通学困難生が入寮

している。また、下宿希望者には、過去に利用した実績があり、信用できるところを紹介している。

入学時に学生調査表の提出を求め、生活状況を把握し、その後変更があれば届けるよう指導してい

る。ただ、アルバイトは、学修との両立の観点からその対応が課題と認識している。 

 

点検項目「５－30」保護者と適切に連携しているか 

欠席の多い（３日以上欠席）学生、成績評価で不合格科目（６０点以下）の多い学生、問題行動の

あった学生等に対しては、担任を中心に学生生活支援委員会の委員が面談し、場合によっては、保護

者とも連絡をとり、実態を共有した上で今後に向けて指導している。 

 

点検項目「５－31」卒業生への支援体制はあるか 

本校卒業生で構成する「大阪教育福祉専門学校同窓会」があり、校内に事務局を設けている。一万

人に達する同窓会名簿をデータバンク化すべく幹部会員、直近の年次委員で精力的に進めている。ま

た本名簿を活用し、同窓会の組織強化と学校との更なる連携を図り、卒業生の再就職を含め福利厚生

を図ることとしている。 

 

２． 評価 

① 進路、就職に関する支援体制は整備されているか               ほぼ適切 

② 学生相談に対する体制は整備されているか                  ほぼ適切 

③ 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか                適切 

④ 学生の健康管理を担う組織体制は整備されているか                適切 

⑤ 課外活動に対する支援体制は整備されているか                  適切 

⑥ 学生の生活環境への支援は行われているか                    適切 

⑦ 保護者と適切に連携しているか                         適切 

⑧ 卒業生への支援体制はあるか                          適切 

 

３． 課題 

① 進路、就職へのモチベーションの維持向上と、基本的な礼儀やマナー等に強化が必要 

② 専門実践教育訓練給付金についての周知活動 

③ 高等教育修学新新制度対象者の学習意欲に関する支援 
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４． 今後の改善方策 

   ① 進路、就職へのモチベーションの維持向上と、基本的な礼儀やマナーについて就職支援の授

業や実習指導等で強化を図るとともに、クラス担任と連携しながら早期に個別面談を行う 

   ② 専門実践教育訓練給付金については窓口が受験者の住む自治体のハローワークとなっている 

    ため、具体的サポートではなく、給付金の概要等をオープンキャンパス等で案内する。また 

    社会人向けの資料作成等の工夫を行う。 

   ③ 高等教育修学新新制度対象者における「廃止」後の生活状況の把握、学修状況等を 

    本人との個人面談、また教科担当者などからの聞き取りで実態把握に努める 

 

［基準６］教育環境 

１． 取組状況 

点検項目「６－32」施設、設備は教育上の必要に充分対応できるよう整備されているか 

本校の施設内容は、文部科学省、厚生労働省の指定認可基準を上回る内容になっているが、特に総

合体育館、温水プール、図書室、ピアノ練習室（17室）、音楽室、図工・絵画教室等は、他の専門学

校に比して相当ハイレベルにあるとの評価を得ている。 

 

点検項目「６－34」防災に対する体制は整備されているか 

震災への安全基準を満たすため、本館の耐震化工事が完遂している。 

防災対応については、毎年各期に、避難訓練日が予定されており、その際区内消防署の立会いを仰

ぐこともあり、専任、非常勤も含め訓練に参加することになっている。今後の大震災に対応した、防

災マニュアルの点検と運用の周知が必要である。 

 

２． 評価 

① 施設、設備は、教育上の必要性に充分対応できるように整備されているか      適切 

② 学内外の実習施設、インターンシップ等について十分な教育体制は整備されているか 

                                        適切 

③ 防災に対する体制は整備されているか                      適切 

 

３． 課題 

① 施設、設備の改修や修繕 

② 想定されている全ての状況に対する防災体制の確立 

 

４． 今後の改善方策 

① 中長期の改修計画を策定する 
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［基準７］学生の受入れ募集 

１． 取組状況 

点検項目「７－35」学生募集計画は適正に行われているか 

本校の募集計画は、入試部会・広報室が中心となって企画立案し全教職員が協力することとなって

いる。「学校案内・パンフレット」の作成、「媒体誌」への掲載、「ホームページ」の更新、「オー

プンキャンパス」「個別相談会」「オンライン説明会」の実施、「公式LINE」による来校後のアフタ

ーフォロー、「高校訪問」など活動と実施や反省検討会などにより、受験生確保に努めている。また

オープンキャンパスでは来校者との個別相談の時間を設け、受験や入学までの疑問に丁寧に答えてい

る。今後はホームページのより一層の充実化やSNSの活用など、来校者の増加や受験生増加につなが

る効果的な募集活動が課題である。 

また、令和7年度の募集より子どもの心理や特別支援を要する子どもの支援についての学びを深め

るため、教育保育科第一部「福祉保育コース」のカリキュラムを再編し、心理学のゼミナールやこど

もの心理の学びを深める教科、また特別支援に関わるインターンシップも計画している。コース名も

「心理＆福祉コース」へ変更する。 

また夜間主については、保育現場で働く無資格者など社会人も対象に学びの機会を設け、募集を行

っている。また、媒体業者と連携し、近畿圏の保育希望者の社会人へ本校の資料を送付する新たな企

画も実施している。 

 

点検項目「７－36」学生募集活動において教育成果は正確に伝えられているか 

本校学生の資格取得、就職の実績などの教育成果を毎年度のデータを、ホームページ等活字文書に

掲載すると共に説明会など募集活動時に詳細に説明し充分教育成果が伝えられている。 

 

点検項目「７－37」入学選考は、適宜且つ公平な基準に基づき行われているか 

入試選考に関しては、入試形態ごとに選考基準を設け、合否判定を厳正かつ公平に行っている。受

験生に対して、志望動機、意欲、適性、能力、調査書、面接調査書、面接などから総合的に判断し、

決定している。合否の最終結果は、入試判定委員会で慎重に審議し、適性かつ公平に実施している。 

 

点検項目「７－38」学納金は、妥当なものになっているか 

学納金については、理事会での決算状況の審議の過程で、諸般の事情で値上げを考慮すべきとの提

言があるが、近隣競合校の学費、短大等の学費等を鑑み、長年据置きになっている。また、競合校と

の差別化のため、志願者への減額制度などもあり、志願者にとっては極めて妥当なものになってい

る。 

 

２． 評価 

① 学生募集活動は適正に行われているか                     適切 

② 学生募集活動において教育成果は正確に伝えられているか            適切 

③ 入学選考は適正かつ公平に行われているか                   適切 

④ 学納金は妥当なものになっているか                      適切 
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３． 課題 

① より効果的な広報活動と方法を検討する 

 

４． 今後の改善方策 

① 受験雑誌、ホームページ、発信する媒体、SNS（インスタグラム等）を総点検する 

② オープンキャンパスの実施方法、内容の見直し 

   ③ 来校者増加に向けた施策の実施 

 

［基準８］財務 

１． 取組状況 

点検項目「８－39」中長期に学校の財務基盤は安定しているか 

入学者数の減少傾向は、歯止めがかからない状況にあるが、通常経費の節約に努めるとともに、中

長期に亘っての財務基盤の安定化に向けて、学生数の確保が本校存続の不可欠、喫緊の課題である。 

 

点検項目「８－40」予算、収支計画は、有効、妥当なものになっているか 

本校の予算は、当該年度の事業計画に基づき、理事会で審議決定される。予算は、前年度までの執

行状況を検討し、予算案、収支計画を策定している。 

 

点検項目「８－41」財務について、会計監査は適正に行われているか 

会計監査は、学校法人大阪聖徳学園監事による監査とともに、私立学校法に基づく公認会計士によ

る外部監査を実施しており、会計監査は適正に行われている。 

 

点検項目「８－42」財務情報公開の体制整備はできているか 

財務情報については、大阪聖徳学園全体の財務状況をホームページに公開しており、体制整備は整

っている。 

 

２． 評価 

① 中長期に学校の財務基盤は安定しているか                  要改善 

② 予算、収支計画は有効かつ妥当なものになっているか              適切 

③ 財務について会計監査は適正に行われているか                 適切 

④ 財務の情報公開体制はできているか                      適切 

 

３． 課題 

① 将来に亘る財政基盤の安定を図るため、安定的な学生の確保と中長期の予算、収支計画の編

成が必要である 

 

４． 今後の改善方策 

① 社会人、大学生の志願者の確保、高校訪問、会場説明会参加の見直し等、学生確保の方策を

検討、推進する 
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② 中長期の展望を踏まえた重点的な予算配分を実施する 

③ 学校全体で通常経費の節約を推進する 

 

［基準９］法令遵守 

１． 取組状況 

点検項目「９－43」法令、設置基準の遵守、適正な運営がなされているか 

専修学校設置基準、教育職員免許法、指定教員養成指定基準、児童福祉法施行規則、保育士養成施

設指定基準などの関連法令、規則を遵守しており、毎年度関係官署への業務報告を行うなど適正に運

営されている。 

 

点検項目「９－44」個人情報に関し、その保護のための対策がなされているか 

本校の個人情報の保護、管理については、「個人情報保護規定」に基づき保護、管理の徹底を図っ

ている。 

点検項目「９－45」自己評価の実施と問題点の改善に努めているか 

「専門学校自己評価ガイドライン」を参照に「大阪教育福祉専門学校自己点検、評価表」を作成

し、自己点検、評価を実施ししている。そこから問題点の是非を検討し、改善案の策定と実施に努め

ることとしている。 

点検項目「９－46」自己評価の結果を公開しているか 

本校のホームページに公表することにしている。 

 

２． 評価 

① 法令、設置基準の遵守、適正な運営がなされているか              適切 

② 個人情報に関し、その保護のための方策がなされているか            適切 

③ 自己評価の実施と問題点の改善を行っているか                 適切 

④ 自己評価の結果を公表しているか                       適切 

 

３． 課題 

① 学校評価による課題を抽出し、その対応策を考える 

 

４． 今後の改善方策 

① 学校関係者評価を踏まえて次年度の課題を明らかにする 

 

［基準10］社会貢献 

１． 取組状況 

 

点検項目「10－47」学校の教育資源、施設を活用した社会貢献、地域貢献を行っているか 

「保育士等キャリアアップ研修の実施について」（平成 29年 4月 1日付け雇児保発 0401第 1号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）に基づき、保育現場においてリーダー的な役割を担う

方を対象に、本校の施設を活用した研修会（ｅラーニング含む）を実施している。 
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点検項目「10－48」学生のボランティアを奨励、支援をしているか 

保育、福祉を目指す学生にとって、保育、福祉の現場でのボランティア活動は大切な、有意義な体

験であるため、大いに奨励している。保育、福祉現場からの依頼は学務部で掌握し、その情報を掲示

板に掲示し情報を提供している。 

 

２． 評価 

① 学校の教育環境や施設を活用した社会貢献、地域貢献を行っているか        適切 

② 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか                 適切 

 

３． 課題 

① 学校の教育環境、施設を活用した社会貢献の実施を考える 

 

４． 今後の改善方策 

① 地域に対する開かれた学校としてできることから実施する 

② ボランティア活動については、学生への啓発活動を行う 



学校関係者評価委員会報告 

 

 

本校の学校関係者評価委員会設置要項に基づき設置した学校関係者評価委員会において、大阪教

育福祉専門学校自己評価報告書（令和7年度）の内容として、学校関係者評価を実施しましたの

で、概要をお知らせします。 

 

１.開催期日 

令和8年5月14日（木）16：30～17：30 

２.開催場所    

大阪教育福祉専門学校会議室 

３.出席者 

◆学校関係者評価委員 

№  委 員 名 所  属  等 備考 

1  日村 義正 委員 教育関係者 元教員養成校職員 
 

2 石村 万寿美 委員 卒業生代表 同窓会会長 
 

3 村田 智子 委員  認定子ども園関係 勝山愛和香里ケ丘幼稚園園長代理補佐 
 

4 胡麻 八千代 委員 保護者代表 教育保育科第一部保護者 
 

◆学校教職員 

№  名  前         所  属  等 備考 

1   三上 教道 本校職員 校 長  

2 西林 幸三郎 本校職員 特任教授  

3    三上 聡子 本校職員 教授 (学科長)  

4 吉本 春樹 本校職員 前副校長  

5   松葉 修孝 本校職員 学務部長  

6 中島 仁志 本校職員 学務次長  

 

４.委員からの意見(質疑応答) 

⑴ 令和7年度自己評価報告書について 

〇 自己評価結果について 

Q: 本校の自己点検評価結果について、問題点はありませんか。 

A: 各評価基準の報告を伺い、各規準評価についての評価は妥当です。但し、評価の結果に

ついては個々の項目についてより深い分析を行い、対応策を講じる必要があると思われま

す。 

 

〇 学生の受け入れ募集について 

Q:  志願者の増加については喫緊の課題と思われますが、具体的にどのように対応してい



ますか。同窓生子女に対する働きかけ等についても聞かせてください。 

A:  18歳人口の減少に伴う保育志望者の減少や経済的事情、その他の社会情勢などから、

定員充足率は低水準で移行しており、入学者の確保は本校の大きな課題であると考えてい

ます。それに加えて昨今は保育職を志す学生が減少傾向にあり、全体としてエッセンシャ

ルワーカーに対する社会の下支えが必要となってきているように思われます。募集対策と

しては、高等学校への訪問やガイダンスについて大阪府内の学校及び近畿圏内の実績校に

絞る等の対策を講じるとともに、オープンキャンパスの来校者へは交通費補助等の対応を

しています。同窓生子女に対しては、全日程で入学金全額免除の受験特典を設けている

他、同窓会を通じて働きかけを行なっています。 

 

〇 事務処理システムの導入について 

Q: 校務システムを導入するとのことですが、システムを導入することにより具体的にどの

ようなメリットが考えられますか。 

A:  校務システムを導入に伴って、学生からの欠席届についてもIT化することになります

が、これを機に提出を厳密化にする方向で動いており、それが欠席の抑止力となることを

期待しています。 

   

⑵ 次年度に向けて 

〇令和7年度の自己評価結果並びに、学校関係者評価委員会の意見を踏まえ課題の克服につ

なげたい。 

〇令和8年度の学校運営については、より質の高い保育者の養成に向けて、一層のきめの細

かい指導をすすめていきたいと考えています。 


